
 

 

 
第第55節節  国国内内外外かかららのの関関⼼⼼をを惹惹ききつつけけるる農農泊泊のの推推進進  

 
 
「農泊」は、農⼭漁村に宿泊し、滞在中に地域資源を活⽤した⾷事や体験等を楽しむこ

とにより、農⼭漁村の所得向上と関係⼈⼝の創出・拡⼤等を図る重要な取組です。また、
訪⽇外国⼈旅⾏者(以下「インバウンド」という。)の増加に伴い、農泊地域へのインバウ
ンド誘客体制を重点的に強化し、農⼭漁村への更なるインバウンド受⼊れを図る取組が重
要となっています。 

本節では、国内外からの関⼼を惹きつける農泊を⽬指した様々な取組について紹介しま
す。 
  
((農農⼭⼭漁漁村村のの所所得得向向上上とと関関係係⼈⼈⼝⼝のの創創出出をを図図るる農農泊泊をを推推進進))  

近年、農⼭漁村において農家⺠宿や古⺠家を活⽤した宿泊施設等に滞在し、我が国なら
ではの伝統的な⽣活体験や農村の⼈々との交流を通じて、その⼟地の魅⼒に触れる農⼭漁
村滞在型旅⾏である「農泊」への関⼼が⾼まっています。 

農林⽔産省では、農⼭漁村において「農泊」を持続的なビジネスとして推進し、農⼭漁
村における所得の向上や雇⽤の増⼤を図るため、農泊に取り組もうとする地域に対し、体
制整備、⾷事・体験に関する観光コンテンツの開発、古⺠家を活⽤した宿泊施設の整備等
を⽀援しています。 

農泊を推進する狙いは、古⺠家・ジビエ・棚⽥といった農⼭漁村ならではの地域資源を
活⽤した様々な観光コンテンツを提供し、農⼭漁村への⻑時間の滞在と消費を促すことに
より、農⼭漁村における「しごと」を作り出し、持続的な収益を確保して地域に雇⽤を⽣
み出すとともに、農⼭漁村への移住・定住も⾒据えた関係⼈⼝の創出の⼊⼝とすることに
あります。 

観光庁等と連携しつつ、地域内の関係者を包含した実施体制を構築し、⾷、⽂化、歴史、
景観等の農⼭漁村ならではの多様な地域資源を活⽤して、インバウンドを含む旅⾏者の農
⼭漁村への誘客促進や、宿泊単価等の向上(⾼付加価値化)に資する取組を推進することと
しています。 

 

  

「「農農泊泊」」のの推推進進ににつついいてて  
URL：https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/nouhaku_top.html

 

 

⼀⽅、太陽光パネル下部の農地において作物の⽣産がほとんど⾏われないなど、農地の
管理が適切に⾏われず営農に⽀障が⽣じている事例も増えており、その件数は同年度末時
点で存続している取組のうち約2割となっています(図図表表66--44--88)。 

事業者に起因して⽀障が⽣じている取組に対しては、農業委員会⼜は農地転⽤許可権者
により、事業者に対する営農状況の改善に向けた指導が⾏われていますが、指導に従わな
かった結果、事業の継続に必要な農地転⽤の再許可が認められないようなケースも発⽣し
ています。 

このため、太陽光パネルの下部の農地における営農が適切に⾏われるよう、農地法や再
エネ特措法1等の関係法令に違反する事例に対して、厳格に対処するなどの対応が必要であ
り、令和6(2024)年3⽉に⼀時転⽤の許可基準等の法令への位置付けのほか、ガイドライン
の作成を⾏いました。営農型太陽光発電については、望ましい取組を整理するとともに、
適切な営農の確保を前提に市町村等の関与の下、地域活性化に資する形で推進することと
しています。 

 

 
1 正式名称は「再⽣可能エネルギー電気の利⽤の促進に関する特別措置法」 

図表6-4-7 営農型太陽光発電の取組⾯積 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和4(2022)年度末時点の数値 
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図表6-4-8 下部農地での営農への⽀障の発⽣
状況 

資料：農林⽔産省作成 
注：各年度末時点で存続している取組件数(各年度新規許可分は除

く。) 
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((農農泊泊地地域域のの延延べべ宿宿泊泊者者数数のの⽬⽬標標をを達達成成))  
令和5(2023)年3⽉に閣議決定した政府

の「観光⽴国推進基本計画」において、令
和7(2025)年までの⽬標として、⽇本⼈の
地⽅部1延べ宿泊者数を令和元(2019)年⽔
準の3.0億⼈泊から3.2億⼈泊に約5%増加
させ、インバウンド数の令和元(2019)年⽔
準である3,188万⼈を超えることを⽬指し
ています。これを踏まえ、農泊地域におい
ても、新規に農泊に取り組む地域やインバ
ウンドの需要の増加を考慮して、令和
7(2025)年度までに700万⼈泊とすること
を⽬標としています。 

令和5(2023)年度における農泊地域の延
べ宿泊者数は、前年度に⽐べ183万⼈泊増
加し794万⼈泊となり、⽬標を達成しまし
た(図図表表66--55--11)。また、インバウンドの延べ
宿泊者数は前年度に⽐べ23万⼈泊増加し
39万⼈泊となりました。 

 
((「「農農泊泊イインンババウウンンドド受受⼊⼊促促進進重重点点地地域域」」のの4400地地域域をを⽀⽀援援))  

農泊推進実⾏計画で策定された、令和7(2025)年度までに農泊地域の年間延べ宿泊者数
に占めるインバウンドの割合を10%とする⽬標の達成に向け、農泊地域へのインバウンド
の受⼊れを促進し、地⽅誘客と地⽅消費をより⼀層促すことが重要となっています。その
ため、農林⽔産省では、「農泊インバウンド受⼊促進重点地域」の40地域に対し、関係機
関と連携した農泊の魅⼒を発信する海外向けのプロモーションと、ソフト・ハード両⾯で
の受⼊環境整備を⽀援することを通じて、農泊地域へのインバウンド誘客体制を重点的に
強化し、更なるインバウンド受⼊れを図っていくこととしています。 

 
((地地域域協協議議会会をを中中⼼⼼ととししたた農農泊泊推推進進にに向向けけたた取取組組をを後後押押しし))  

農泊の取組の実践に当たっては、地⽅公共団体や観光協会を始め、地域の様々な組織や
団体が参画する地域協議会において、地域の意思統⼀を図りながら進めていくことが重要
となっています。地域協議会は、地域としての農泊のビジョンや地域⼀体となって⾏う事
柄について合意し、組織をリードする「リーダー」と観光コンテンツ等を提供する関係者
との間でその内容を共有する場となること等が期待されています。農林⽔産省では、農泊
の運営主体となる地域協議会等に対して、地域資源を活⽤した体験プログラムや⾷事メニ
ューの開発といったソフト対策と、空き家や古⺠家等の施設整備といったハード対策の両
⾯から⼀体的に⽀援を⾏うこととしています。 

 
1 地⽅部とは、三⼤都市圏(埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県)以外の地域 

図表6-5-1 農泊地域の延べ宿泊者数 

資料：農林⽔産省作成 
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((11))  農農林林⽔⽔産産業業振振興興とと観観光光振振興興をを⽬⽬指指すす取取組組をを実実施施  
和歌⼭県那智勝浦町

な ち か つ う ら ち ょ う
の太⽥川流域

おおたがわりゅういき
農泊
のうはく

振興
しんこう

協議会は、宿泊、⾷事、体験・交流を担う多様な関係
者が連携することで、地域農産物ブランド化と知名度向上につなげ、農林⽔産業と観光の振興を掛
け合わせた地域づくりや、地⽅創⽣を⽬指す取組を実施しています。 

 
((22))  地地域域資資源源ででああるるおお寺寺をを活活⽤⽤ししたた農農泊泊事事業業をを展展開開  

同協議会は、農家⺠宿や宿坊での「宿泊」、地元で採れた⾷材を活⽤したヴィーガンやハラールに
対応した「⾷事」の提供、地域特産のいちごやお茶、⽶等に関わる農業体験、坐禅

ざ ぜ ん
体験等の「体験

プログラム」を組み合わせた農泊事業を展開するとともに、関係者の多くが多⾔語対応可能である
ことから、国内外に向けて積極的な情報発信にも取り組んでいます。また、⼈⼝減少が⼤きな問題
となっている当該地域においては、定期的な意⾒交換を実施することで関係者以外の⽅々とも連携
体制を構築し、地域資源を活⽤した多様な取組による雇⽤創出や、地域での様々な体験を通じた「暮
らし」をアピールすることで、地域外からの移住にもつなげたいとしています。 

 
((33))  地地域域住住⺠⺠にに愛愛さされれななががらら持持続続的的にに収収益益をを確確保保すするる取取組組をを推推進進  

同協議会の関係者である⼤泰寺
だ い た い じ

では、本堂の⼀部と離れを宿泊施設として提供しており、坐禅、
写経及び仏像鑑賞といった、「特別な体験」を⾏うことができます。その他、地域の間伐材を活⽤し
たテント式サウナやキャンプといった豊かな⾃然と⾮⽇常を感じられるプログラムも提供していま
す。また、同寺においてもスタッフの多くが英語対応可能であることも魅⼒の⼀つであり、宿泊者
の約8割が外国⼈となっています。 

同寺を始め、お寺を宿泊施設として整備することは、災害時における避難所としての活⽤にもつ
ながること、また、地元に増えつつある廃寺を活⽤する場合は、防犯・防獣の効果もあることから、
今後ともお寺を地域住⺠に愛される場所として存続させ、持続的に収益を確保できる取組を引き続
き推進していくこととしています。 

⼤⼤泰泰寺寺ででのの写写経経体体験験  
資料：太⽥川流域農泊振興協議会 

((事事例例))  地地域域ななららででははのの「「特特別別なな体体験験」」をを提提供供すするる農農泊泊をを推推進進((和和歌歌⼭⼭県県))  

⽥⽥植植ええ体体験験  
資料：太⽥川流域農泊振興協議会 
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((農農泊泊地地域域のの延延べべ宿宿泊泊者者数数のの⽬⽬標標をを達達成成))  
令和5(2023)年3⽉に閣議決定した政府

の「観光⽴国推進基本計画」において、令
和7(2025)年までの⽬標として、⽇本⼈の
地⽅部1延べ宿泊者数を令和元(2019)年⽔
準の3.0億⼈泊から3.2億⼈泊に約5%増加
させ、インバウンド数の令和元(2019)年⽔
準である3,188万⼈を超えることを⽬指し
ています。これを踏まえ、農泊地域におい
ても、新規に農泊に取り組む地域やインバ
ウンドの需要の増加を考慮して、令和
7(2025)年度までに700万⼈泊とすること
を⽬標としています。 

令和5(2023)年度における農泊地域の延
べ宿泊者数は、前年度に⽐べ183万⼈泊増
加し794万⼈泊となり、⽬標を達成しまし
た(図図表表66--55--11)。また、インバウンドの延べ
宿泊者数は前年度に⽐べ23万⼈泊増加し
39万⼈泊となりました。 

 
((「「農農泊泊イインンババウウンンドド受受⼊⼊促促進進重重点点地地域域」」のの4400地地域域をを⽀⽀援援))  

農泊推進実⾏計画で策定された、令和7(2025)年度までに農泊地域の年間延べ宿泊者数
に占めるインバウンドの割合を10%とする⽬標の達成に向け、農泊地域へのインバウンド
の受⼊れを促進し、地⽅誘客と地⽅消費をより⼀層促すことが重要となっています。その
ため、農林⽔産省では、「農泊インバウンド受⼊促進重点地域」の40地域に対し、関係機
関と連携した農泊の魅⼒を発信する海外向けのプロモーションと、ソフト・ハード両⾯で
の受⼊環境整備を⽀援することを通じて、農泊地域へのインバウンド誘客体制を重点的に
強化し、更なるインバウンド受⼊れを図っていくこととしています。 

 
((地地域域協協議議会会をを中中⼼⼼ととししたた農農泊泊推推進進にに向向けけたた取取組組をを後後押押しし))  

農泊の取組の実践に当たっては、地⽅公共団体や観光協会を始め、地域の様々な組織や
団体が参画する地域協議会において、地域の意思統⼀を図りながら進めていくことが重要
となっています。地域協議会は、地域としての農泊のビジョンや地域⼀体となって⾏う事
柄について合意し、組織をリードする「リーダー」と観光コンテンツ等を提供する関係者
との間でその内容を共有する場となること等が期待されています。農林⽔産省では、農泊
の運営主体となる地域協議会等に対して、地域資源を活⽤した体験プログラムや⾷事メニ
ューの開発といったソフト対策と、空き家や古⺠家等の施設整備といったハード対策の両
⾯から⼀体的に⽀援を⾏うこととしています。 

 
1 地⽅部とは、三⼤都市圏(埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県)以外の地域 

図表6-5-1 農泊地域の延べ宿泊者数 

資料：農林⽔産省作成 
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((11))  農農林林⽔⽔産産業業振振興興とと観観光光振振興興をを⽬⽬指指すす取取組組をを実実施施  
和歌⼭県那智勝浦町

な ち か つ う ら ち ょ う
の太⽥川流域

おおたがわりゅういき
農泊
のうはく

振興
しんこう

協議会は、宿泊、⾷事、体験・交流を担う多様な関係
者が連携することで、地域農産物ブランド化と知名度向上につなげ、農林⽔産業と観光の振興を掛
け合わせた地域づくりや、地⽅創⽣を⽬指す取組を実施しています。 

 
((22))  地地域域資資源源ででああるるおお寺寺をを活活⽤⽤ししたた農農泊泊事事業業をを展展開開  

同協議会は、農家⺠宿や宿坊での「宿泊」、地元で採れた⾷材を活⽤したヴィーガンやハラールに
対応した「⾷事」の提供、地域特産のいちごやお茶、⽶等に関わる農業体験、坐禅

ざ ぜ ん
体験等の「体験

プログラム」を組み合わせた農泊事業を展開するとともに、関係者の多くが多⾔語対応可能である
ことから、国内外に向けて積極的な情報発信にも取り組んでいます。また、⼈⼝減少が⼤きな問題
となっている当該地域においては、定期的な意⾒交換を実施することで関係者以外の⽅々とも連携
体制を構築し、地域資源を活⽤した多様な取組による雇⽤創出や、地域での様々な体験を通じた「暮
らし」をアピールすることで、地域外からの移住にもつなげたいとしています。 

 
((33))  地地域域住住⺠⺠にに愛愛さされれななががらら持持続続的的にに収収益益をを確確保保すするる取取組組をを推推進進  

同協議会の関係者である⼤泰寺
だ い た い じ

では、本堂の⼀部と離れを宿泊施設として提供しており、坐禅、
写経及び仏像鑑賞といった、「特別な体験」を⾏うことができます。その他、地域の間伐材を活⽤し
たテント式サウナやキャンプといった豊かな⾃然と⾮⽇常を感じられるプログラムも提供していま
す。また、同寺においてもスタッフの多くが英語対応可能であることも魅⼒の⼀つであり、宿泊者
の約8割が外国⼈となっています。 

同寺を始め、お寺を宿泊施設として整備することは、災害時における避難所としての活⽤にもつ
ながること、また、地元に増えつつある廃寺を活⽤する場合は、防犯・防獣の効果もあることから、
今後ともお寺を地域住⺠に愛される場所として存続させ、持続的に収益を確保できる取組を引き続
き推進していくこととしています。 

⼤⼤泰泰寺寺ででのの写写経経体体験験  
資料：太⽥川流域農泊振興協議会 

((事事例例))  地地域域ななららででははのの「「特特別別なな体体験験」」をを提提供供すするる農農泊泊をを推推進進((和和歌歌⼭⼭県県))  

⽥⽥植植ええ体体験験  
資料：太⽥川流域農泊振興協議会 
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